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冬
季
間
の
除
雪
車
運
転
手

を
募
集
し
ま
す

　

町
で
は
、
冬
季
間
に
お
け
る
道
路

交
通
と
生
活
環
境
の
確
保
の
た
め
、

除
雪
運
転
手
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
数

　

除
雪
運
転
手
30
名
程
度

▼
雇
用
予
定
期
間

　

24
年
12
月
15
日（
土
）か
ら

　

25
年
３
月
14
日（
木
）ま
で

▼
採
用
条
件

 

・
25
年
３
月
31
日
で
満
65
歳
以
下

の
健
康
な
人

 

・
大
型
特
殊
免
許（
ホ
イ
ー
ル
ト
ラ

ク
タ
ー
限
定
免
許
を
除
く
）と
車
輌

系
建
設
機
械
運
転
技
能
講
習
修
了
資

格
を
持
っ
て
い
る
人

▼
提
出
書
類

 

・
履
歴
書（
用
紙
は
建
設
課
で
交
付

し
ま
す
）

 

・
運
転
免
許
証
の
写
し

 

・
車
輌
系
建
設
機
械
運
転
技
能
講

習
修
了
証
の
写
し

 

・
健
康
診
断
書

▼
申
込
期
限　

10
月
31
日（
水
）

▼
選
考
方
法

　

書
類
選
考
の
上
決
定
し
ま
す
。

※
郵
送
の
場
合
10
月
31
日
消
印
有
効

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課　

建
設
業
務

☎（
62
）２
１
１
８

わ
っ
て
い
ま
す
。

　

有
効
期
限
が
経
過
し
た
加
入
者
全

員
分
の
保
険
証
は
、
医
療
機
関
の
窓

口
で
誤
っ
て
提
示
す
る
場
合
や
保
険

証
を
そ
の
ま
ま
ゴ
ミ
に
出
し
、
他
人

に
悪
用
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
手
数
で
も
国
保
年
金
業
務
の

窓
口
に
速
や
か
に
返
還（
郵
送
で
も

可
）し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課　

国
保
年
金
業
務

☎（
62
）２
１
１
４

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス

テ
ム
に
補
助
金

　　

町
で
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
観

点
か
ら
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
と

促
進
を
図
り
、
自
然
と
共
生
す
る
ま

ち
づ
く
り
の
推
進
、
循
環
型
社
会
の

構
築
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
環
と
し
て
、
住
宅
用
太
陽

光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
す
る
人
に

対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
金
を

交
付
し
ま
す
。

▼
補
助
金
額

　

１
㌔
㍗
当
た
り
１
万
５
０
０
０
円
。

最
大
出
力
値
が
４
㌔
㍗
を
超
え
る
場

合
は
、
４
㌔
㍗
を
上
限
と
し
ま
す
。

▼
申
請
手
続
き

　

補
助
金
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
猪
苗
代
町
住
宅
用

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
事
業
費

補
助
金
制
度
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
経
済
産
業
省
所
管
の
補
助
金
に
つ

い
て
は
、
太
陽
光
発
電
普
及
拡
大
セ

ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
務
課　

企
画
調
整
業
務

☎（
62
）２
１
１
２

補
助
金

介
護
保
険
運
営
協
議
会
委

員
を
募
集
し
ま
す

　

町
介
護
保
険
運
営
協
議
会
で
は
、

町
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
反
映
さ
せ

な
が
ら
介
護
保
険
事
業
等
を
行
っ
て

い
く
た
め
、
介
護
保
険
運
営
協
議
会

委
員（
被
保
険
者
を
代
表
す
る
委
員
）

を
募
集
し
ま
す
。

▼
協
議
会
の
名
称

　

猪
苗
代
町
介
護
保
険
運
営
協
議
会

○
主
な
審
議
内
容　
　

　

介
護
保
険
事
業
の
適
正
な
運
営   

等
に
必
要
な
事
項
。

○
開
催　

年
４
回
程
度

▼
募
集
人
数　

２
名
程
度

▼
任
期　

委
嘱
し
た
日
か
ら
３
年
間

▼
募
集
資
格　

 
・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
40
歳
以

上
の
人

 

・
町
職
員
及
び
議
員
で
は
な
い
人

 

・
介
護
従
事
者
以
外
の
人

▼
報
酬
等　

　

協
議
会
に
出
席
し
た
場
合
、
町
の

規
定
に
よ
る
報
酬（
３
０
０
０
円
）

お
よ
び
交
通
費（
町
旅
費
規
程
に
基

づ
く
）を
支
給
し
ま
す
。

▼
応
募
方
法　
　
　
　

　

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
載
の

上
、
保
健
福
祉
課
ま
で
持
参
、
ま
た

は
郵
送
に
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
用
紙
は
保
健
福
祉
課
及
び
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

▼
募
集
期
限

　

10
月
31
日（
水
）ま
で

※
郵
送
の
場
合
10
月
31
日
消
印
有
効

▼
選
考
方
法

　

応
募
者
の
提
出
書
類
及
び
面
接
な

ど
で
行
い
ま
す
。

▼
選
考
結
果
の
通
知　

　

選
考
結
果
は
、
11
月
中
旬
ま
で
に
、

郵
送
に
よ
り
応
募
者
本
人
へ
通
知
し

ま
す
。

▼
あ
て
先
・
問
い
合
わ
せ
先　

　

〒
９
６
９―

３
１
２
３

　

猪
苗
代
町
字
城
南
１
０
０

　

猪
苗
代
町
役
場

　

保
健
福
祉
課　

高
齢
者
福
祉
業
務

　

☎（
62
）２
１
１
５

新
し
い
国
保
の
保
険
証
は

届
き
ま
し
た
か
？

　

猪
苗
代
町
の「
国
民
健
康
保
険
証
」

は
年
に
一
度
、
10
月
１
日
に
更
新
を

し
ま
す
。

　

９
月
下
旬
に
、
10
月
１
日
か
ら
使

用
す
る
保
険
証
を
簡
易
書
留
郵
便
で

世
帯
主
あ
て
に
送
付
し
ま
し
た
。

　

10
月
12
日
以
降
は
町
民
生
活
課
で

保
険
証
を
お
預
か
り
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
届
い
て
い
な
い
人
は
、
印
鑑
と

身
分
証
明
書
を
持
参
の
上
、
お
受
け

取
り
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
23
年
か
ら
の
保
険
証
は
、

カ
ー
ド
サ
イ
ズ
の「
個
人
証
」
に
変

募　

集

第16 回 猪苗代新そば祭り　特産品などの出店者募集

　第16 回猪苗代新そば祭りは
11 月 10、11 日（土、日）の両日、
カメリーナで開催されます。会場
内や周辺で特産品などを販売する
出店者を募集しますので、希望す
る人は 10 月 22 日（月）までに下
記まで申し込んでください。

１．開催日時
　11 月 10、11 日（ 土、 日 ）　の 2
　日間
　午前 10 時～午後 2 時 30 分
　※出店者は、９日の午後か開催
　当日の朝に準備をしてください。

２．開催場所
　カメリーナ　内外
　※屋内の火気使用には制限があ
　りますので、店の配置について
　は、実行委員会で決定します。

３．準備物　
　テントやそのほか出店に必要な
　ものは、出店者が用意してくだ
　さい。
　※机 1 台といす 2 脚は、実行
　委員会で用意します。
　※食品などを提供する場合には、
　衛生面などに十分注意してくだ
　さい。

４．出店料　
　町内の人　無料
　町外の人　1 ブース 2,500 円

５．その他　
　（１）屋内での火気使用は、卓
　上コンロ１つまでとします。
　（２）出店内容によっては、出
　店を遠慮していただく場合があ
　ります。
　（３）申込書は農林課で配布し
　ますが、町ホームページでもダ
　ウンロードできます。
　
●問い合わせ・申し込み先
　新そば祭り実行委員会事務局
　（役場農林課内）　☎（62）2116 
　※前売り券の販売も、こちらま
　で問い合わせてください。

昨年の出店者の様子（屋内、屋外ブース）

障
害
者
へ
の
虐
待
は
絶
対

に
許
し
ま
せ
ん
！

　　
「
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者

の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す

る
法
律
」(

以
下
、
障
害
者
虐
待
防

止
法)

が
24
年
10
月
１
日
か
ら
施
行

さ
れ
ま
す
。

　

障
害
者
虐
待
防
止
法
で
は
、
障
害

者
に
対
す
る
虐
待
の
禁
止
、
虐
待
を

受
け
た
障
害
者
に
対
す
る
支
援
、
養

護
者
に
対
す
る
支
援
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
虐
待
に
気
づ
い
た

人
の
通
報
義
務
も
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

市
町
村
に
は
、
障
害
者
虐
待
対
応

の
窓
口
と
な
る
「
障
害
者
虐
待
防
止

セ
ン
タ
ー
」
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
猪
苗
代
町
で
は
障
害
者

虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
の
業
務
を
保
健

福
祉
課
社
会
福
祉
業
務
が
担
当
し
ま

す
。

▼
障
害
者
虐
待
の
種
類

　

障
害
者
虐
待
に
は
、
５
つ
の
種
類

が
あ
り
ま
す
。

①
身
体
的
虐
待

　

障
害
者
の
身
体
に
暴
行
を
加
え
る

　

こ
と
や
正
当
な
理
由
な
く
障
害
者

　

の
身
体
を
拘
束
す
る
こ
と
。

②
性
的
虐
待

　

障
害
者
に
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
し

　

た
り
、
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
。

③
心
理
的
虐
待

　

障
害
者
に
対
す
る
暴
言
や
拒
絶
的

　

な
対
応
、
差
別
的
な
言
動
を
す
る

　

こ
と
。

④
放
棄
・
放
任　

　

障
害
者
を
衰
弱
さ
せ
る
よ
う
な
著

　

し
い
減
食
、
長
時
間
の
放
置
な
ど

　

障
害
者
の
世
話
を
著
し
く
怠
る
こ

　

と
。

⑤
経
済
的
虐
待

　

障
害
者
の
財
産
や
年
金
、
賃
金
な

　

ど
を
不
当
に
使
用
す
る
こ
と
や
障

　

害
者
に
正
当
な
理
由
な
く
金
銭
を

　

与
え
な
い
こ
と
。

　

障
害
者
の
虐
待
や
養
護
者
の
支
援

に
関
す
る
相
談
、
通
報
、
お
問
い
合

わ
せ
先
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

国　

保

法　

律



広報 猪苗代  2012-10    2425    2012-10  広報 猪苗代

いなわしろタウンページTown Information まちのお知らせ

行
政
相
談
委
員
に
相
談
し

て
み
ま
せ
ん
か

　

10
月
15
日（
月
）か
ら
10
月
21
日

（
日
）ま
で
の
１
週
間
は
行
政
相
談

週
間
で
す
。
行
政
相
談
は
、
国
・
県
・

市
町
村
な
ど
の
役
所
や
特
殊
法
人
等

に
対
す
る
苦
情
や
要
望
に
つ
い
て
相

談
に
応
じ
、
そ
の
解
決
を
お
手
伝
い

す
る
も
の
で
す
。

　

期
間
中
当
町
で
は
、
毎
月
１
回
の

定
例
相
談
会
に
代
え
て
出
張
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
気
軽
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
行
政
相
談
委
員

　
　宮

澤
重
正
さ
ん

下
舘
（
66
）３
９
９
５

▼
開
催
日
・
会
場

○
10
月
15
日（
月
）

山
潟
集
会
所

○
10
月
16
日（
火
）

樋
ノ
口
多
目
的
集
会
所

▼
時
間

午
後
１
時
か
ら
３
時
ま
で

▼
問
い
合
わ
せ
先　

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

女
性
に
対
す
る
暴
力
や
セ

ク
ハ
ラ
の
電
話
相
談

　

法
務
省
人
権
擁
護
局
と
全
国
人
権

擁
護
委
員
連
合
会
は
、
11
月
12
日
か

ら
11
月
18
日
ま
で
の
１
週
間
を
全
国

一
斉「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

強
化
週
間
と
し
て
、夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー

か
ら
の
暴
力
や
セ
ク
ハ
ラ
、
ス
ト
ー

カ
ー
な
ど
女
性
の
抱
え
る
人
権
問
題

に
つ
い
て
、
電
話
相
談
を
実
施
し
ま

す
。

　

人
権
擁
護
委
員
及
び
法
務
局
職
員

が
電
話
対
応
し
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
電
話
番
号　

０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

▼
時
間　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
７
時
ま
で

※
17
日（
土
）・
18（
日
）は
午
前
10

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

※
強
化
週
間
以
外
の
日（
土
・
日
・

祝
日
を
除
く
）も
、
午
前
８
時
30
分

か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
、
相
談
に

応
じ
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

福
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
０
２
４（
５
３
４
）１
９
９
４

町
所
有
の
公
用
車
を
公
売

し
ま
す

　

総
務
課
所
管
公
用
車
を
公
売
し
ま

す
。
車
種
及
び
公
売
方
法
は
、
左
記

の
通
り
で
す
。

▼
公
売
物
件
に
つ
い
て

○
車
種　

ト
ヨ
タ
ハ
イ
エ
ー
ス　
　

○
年
式　

平
成
３
年

○
走
行
距
離　

１
６
０
８
１
４
㌔

○
仕
様
等　

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
４
Ｗ
Ｄ

※
町
名
表
示
の
削
除
・
名
義
変
更
は

購
入
者
負
担
。

※
車
検
・
自
賠
責
保
険
と
も
に
期
限

が
切
れ
て
い
ま
す
。　

※
内
装
・
外
装
に
損
傷
・
錆
び
・
汚

家
族
一
緒
に
子
育
て
し
な

が
ら
遊
び
ま
せ
ん
か

　

児
童
館
で
行
っ
て
い
る「
あ
そ
び

の
ひ
ろ
ば
」
を
各
地
区
に
出
張
し
て

開
催
し
て
い
ま
す
。

　

子
育
て
中
の
お
母
さ
ん
・
お
父
さ

ん
・
お
孫
さ
ん
を
子
守
中
の
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
・
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
近
く

の
ひ
ろ
ば
で
家
族
一
緒
に
楽
し
く
遊

ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

　

遊
具
を
用
意
し
て
、
子
育
て
の
知

識
と
経
験
が
豊
富
な
保
育
士
が
皆
さ

ん
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

※
開
催
日
時
、
会
場
に
つ
い
て
は
左

表
の
と
お
り
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

猪
苗
代
町
児
童
館

☎（
62
）５
１
６
７

子
ど
も
の
問
題
の
解
決
を

手
助
け
し
ま
す

　

会
津
児
童
相
談
所
で
は
、
す
べ
て

の
児
童
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
つ
い
て
、

家
庭
な
ど
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必

要
な
助
言
を
す
る
巡
回
児
童
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。
相
談
を
希
望
す
る

人
は
、
町
保
健
福
祉
課
ま
で
連
絡
し

て
く
だ
さ
い（
要
予
約
）。

▼
日
時　

11
月
７
日（
水
）

※
時
間
は
予
約
後
連
絡
し
ま
す
。

▼
場
所　

農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

▼
相
談
内
容

　

０
歳
か
ら
18
歳
未
満
の
児
童
の
福

祉
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
。
会

津
児
童
相
談
所
の
職
員（
児
童
福
祉

司
、
心
理
判
定
員
、
家
庭
相
談
員
）

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

相　

談

れ
が
あ
る
の
で
、
必
ず
現
車
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
公
売
方
法

　

現
車
を
展
示
し
、
入
札
に
よ
り
最

高
入
札
額
者
と
売
買
契
約
を
締
結
。

代
金
入
金
確
認
後
受
け
渡
し
。

※
最
低
制
限
価
格
は
８
万
円
で
す
。

○
展
示
・
入
札
申
込
期
間

　

10
月
15
日（
月
）か
ら
26
日（
金
）
　

　

午
後
４
時
ま
で

○
展
示
場
所
・
時
間　

　

役
場
北
側
駐
車
場　

　

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

　
（
土
・
日
は
除
く)

　

必
ず
申
込
書
を
提
出
し
て
下
さ
い
。

入
札
参
加
申
込
書
と
入
札
書
は
総
務

課
及
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手

で
き
ま
す
。
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、

車
両
詳
細
及
び
写
真
を
掲
載
し
て
い

 
    今年も福島県民手帳・福島県勢要覧を販売します。
   ご希望の人は代金を持参の上、直接役場までお
越しください。

１．販売場所　企画財務課企画調整業務（2 階）
２．販売時間　午前８時 30 分から
　　　             午後５時 15 分まで
３．販売期間　10 月 22 日（月）～
４．申込内容及び代金

●問い合わせ先　
　企画財務課企画調整業務　☎（62）2112

お
知
ら
せ

福島県民手帳及び福島県勢要覧
　　　   販売のお知らせ

刊行物 代金 表紙

福島県民手帳（横罫版） 500 円 濃紺

福島県民手帳（カレンダー版） 500 円 さくら色

福島県勢要覧 1,500 円

子
育
て

ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
入
札
日
時
・
場
所

　

10
月
30
日（
火
）　

午
前
10
時

　

役
場
３
階 

正
庁
Ａ

　

※
時
間
厳
守
・
郵
送
不
可　
　

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

行
政
管
理
業
務　
　

☎（
62
）２
１
１
１

地
域
給
付
金
の
申
請
を
お

忘
れ
な
く

　

県
南
・
会
津
・
南
会
津
地
域
給
付

金
の
申
請
期
限
は
、
11
月
30
日（
郵

送
の
場
合
は
、当
日
消
印
有
効
）で
す
。

期
限
を
過
ぎ
る
と
受
給
で
き
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
地
域
給
付
金
窓
口

☎（
72
）０
６
７
７

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
事

業
を
実
施
し
ま
す

　

本
町
で
は
、町
内
の
木
造
住
宅（
昭

和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築
さ
れ

た
戸
建
住
宅
）に
つ
い
て
建
築
士
等

の
専
門
家
を
派
遣
し
耐
震
診
断
を
実

施
す
る
事
業
を
行
い
ま
す
。
事
業
の

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
建
設
課
ま

で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課　

都
市
整
備
業
務

☎（
62
）２
１
１
８

告　

示

・
第
92
号
「
配
当
計
算
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
93
号
「
債
権
差
押
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
94
号
「
猪
苗
代
町
議
会
９
月
定

例
会
の
招
集
に
つ
い
て
」

（
総
務
課
行
政
管
理
業
務
）

・
第
95
号
「
督
促
状
の
公
示
送
達
に

つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
96
号
「
平
成
24
年
度
軽
自
動
車

税
督
促
状
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
97
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
無
効
告
示
」

（
町
民
生
活
課
国
保
年
金
業
務
）

公　

告

・
第
39
号
「
農
地
利
用
集
積
円
滑
化

事
業
規
程
変
更
の
承
認
」

（
農
林
課
農
林
業
務
）

・
第
40
号
「
抑
留
犬
の
公
告
に
つ
い

て
」（
町
民
生
活
課
生
活
環
境
業
務
）

・
第
41
号
「
農
用
地
利
用
集
積
計
画

の
公
告
に
つ
い
て
（
８
月
）」

（
農
業
委
員
会
農
地
業
務
）

※
告
示
・
公
告
の
内
容
は
、
役
場
前

掲
示
板
を
ご
覧
に
な
る
か
、
担
当
課

に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

千里地区
コミュニティー

センター

あそびのひろば
開催日時

［時間］
午前 10 時から
午後４時まで

11 月 29 日（木）

月輪地区
コミュニティー

センター

翁島地区
コミュニティー

センター

 11 月 1 日（木） 
 12 月 6 日（木） 
 1 月 10 日（木）
    2 月 7 日（木）
     3 月 7 日（木）

  11 月 8 日（木）
12 月 13 日（木）
  1 月 17 日（木）
  2 月 14 日（木）
  3 月 14 日（木）

樋ノ口多目的
集会所

川桁防災センター

  10 月 25 日（木）
 11 月 22 日（木）
 12 月 27 日（木）
   1 月 31 日（木）
   ２月 28 日（木）
   ３月 28 日（木）

10 月 18 日（木）
11 月 15 日（木）
12 月 20 日（木）
  １月 24 日（木）
   2 月 21 日（木）
  ３月 21 日（木）

掲
示
板


